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１． はじめに 

介護保険による住宅改修は、要介護（要支援）認定を受けている方が、できるだけ自宅で自 

立した生活を続けることができるよう、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を、現に居住す 

る住宅について行う住環境を整えるサービスです。 

  要介護（要支援）者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して、市（保険者）が認めた場合に 

限り、介護保険における住宅改修として支給されます。 

  住宅リフォーム工事に対する補助金ではないので、ご本人・家族・介護者にとって効果的で、

かつ、適正な改修がおこなわれるよう、改修前には、必ずケアマネジャーと話し合い、保険者

との協議を経て、改修工事を行う必要があります。 

 担当のケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターへ相談します。 

 

２． 支給対象要件について 

庄原市の被保険者であり、以下の対象要件を満たし、住宅改修を実施する場合です。 

事前に市（保険者）の承認を受けないまま着工された住宅改修については、支給対象となり  

 ません。 

 

３． 対象となる住宅改修の種類 

保険給付の対象となる住宅改修の種類は次のとおり定められています。 

 

■ 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類 

（平成11年３月31日厚生省告示第95号） 

介護保険法第四十五条第一項に規定する

厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修

費等の支給に係る住宅改修の種類は、一

種類とし、次に掲げる住宅改修がこれに

含まれるものとする。 

一 手すりの取付け 

二 段差の解消 

三 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の 

材料の変更 

四 引き戸等への扉の取替え 

五 洋式便器等への便器の取替え 

六 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

（１） 被保険者が要介護認定を受けており、認定有効期間内である。 

（２） 被保険者が在宅で生活している。（入院・入所・外泊中は原則不可） 

（３） 介護保険被保険者証に記載されている住所地にある住宅改修である。 

（４） 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類である。 
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改修の内容が保険給付の対象となるか否かは、市（保険者）が決定します。同じ改修内容

でも、被保険者の心身の状況、住宅の状況等によっては、判断が異なる場合があります。 

 

（１） 手すりの取付け 

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動、または移乗動作 

の補助を目的として手すりを設置する工事です。 

（参考事例） 

○ 給付対象となるもの 

・屋内、敷地内通路などへの手すりの設置 

・既存の手すりの移設 

・固定されている家具への手すりの取付け 

× 給付対象とならないもの 

・福祉用具貸与の対象となる手すり 

・老朽化等による付け替え 

・家屋に固定されていない家具などへの手すりの設置 

 

（２） 段差の解消 

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の 

段差、または傾斜を解消する工事です。 

（参考事例） 

○ 給付対象となるもの 

・居室の敷居を低く（撤去）する工事 

・浴室、居室、廊下のかさ上げする工事 

・スロープ、踏み台を固定設置する工事 

・居宅、廊下をバリアフリー化する工事 

・階段の勾配を緩やかにする工事 

・浴槽をまたぎやすい浅いものに取り換える工事 

・傾斜の解消 

・転落防止柵の設置（スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの

設置） 

× 給付対象とならないもの 

・スロープや踏み台を固定せずに置くだけの工事 

・階段昇降機、リフト、段差解消機等を設置する工事 

・浴槽を広くすることが目的の取替え工事 

・浴槽の取替えに伴う給湯器、シャワー、水栓の工事 

・破損や老朽化による段差の修繕 

・福祉用具貸与の対象となる「スロープ」、または特定福祉用具購入の対象となる「浴室すの

こ」を置くことによる段差の解消 
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（３） 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 

居室では、畳敷きから板製床材やビニール系床材等への変更、浴室では、滑りにくい床材へ 

の変更、通路面では、滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。 

（参考事例） 

○ 給付対象となるもの 

・畳から板製床材、ビニール製床材等への変更 

・浴室の床材を滑りにくい床材に変更 

・屋外の通路を滑りにくい舗装材に変更 

・階段への滑り止め材の固定設置 

× 給付対象とならないもの 

・老朽化または破損による床材の張替え 

・転倒時のけが防止のために、床を柔らかい材質のものに変更 

・浴室への滑り止めマットの設置（置くだけ） 

・取り外すことを前提として簡易的に設置するもの 

 

（４） 引き戸等への扉の取替え 

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体を取り替 

える工事のほか、扉の撤去、開き戸の左右開きの勝手を変える工事、ドアノブの変更、戸車の 

設置も対象になります。  

（参考事例） 

○ 給付対象となるもの 

・開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテンへの取替え 

・ドアノブの変更（玉ノブをレバーハンドル等へ変更） 

・戸車やレールの設置、取替え 

・扉位置の変更 

・扉の撤去 

× 給付対象とならないもの 

・自動ドアにする場合の動力部分相当費用 

・老朽化、破損等による取替え、修理 

・引き戸等の新設（ただし、扉位置の変更と比較し、費用が低くなる場合は可） 

 

（５） 洋式便器等への便器の取替え 

和式便器から洋式便器への取替えや、既存の便器の位置や向きを変更する工事です。 

介護保険制度で便器の取替えを保険給付の対象とするのは、立ち上がるのが困難な場合等を 

想定しているためです。 
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和式便器から、暖房便座、洗浄機能等を備えた洋式便器への取替え工事（これらの付帯機能

は身体状況などから必要な場合に限ります）は保険給付の対象となりますが、既存の洋式便器

にこれらの機能を付加するための費用は対象となりません。 

（参考事例） 

○ 給付対象となるもの 

・和式便器から洋式便器への取替え工事 

・既存の和式便器は取り壊し、別の場所に洋式便器を設置する工事 

・既存の便器の位置や向きを変更する工事 

× 給付対象とならないもの 

・既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等を備えた便座へ取替える 

・元の便器を残したまま、新たに洋式便器を設置する工事（新設となるのため不可） 

・老朽化、破損等による取替え、修理 

・水洗化、簡易水洗化にかかる費用 

・洗浄便座一体型便器設置に伴う給排水、電気工事 

 

（６） 上記（１）～（５）までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

（参考事例） 

○ 給付対象となるもの 

（１）手すりの取付け 手すり取付けのための下地補強 

（２）段差の解消 浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事 

（３）床または通路面の材料の変更 
床材の変更のための下地の補強や根太の補強、または

通路面の材料変更のための路盤整備 

（４）扉の取替え 扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事 

（５）便器の取替え 
便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化、簡易水

洗化にかかるものを除く）及び床材の変更 
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＜ユニットバスの工事について＞ 

 介護保険の住宅改修として認められているのは、手すり、段差解消、扉の変更、床材変更、便

器交換とそれに付帯して必要となるものであるので、ユニットバスの工事そのものを認めている

ものではありません。 

 しかし、住宅改修に併せて支給対象外の工事も行われた場合は、対象部分の抽出、按分等の適

切な方法により、住宅改修の支給対象となる費用を算出すれば支給対象とするという厚生労働省

の回答があります。 

 本市においても対象の工事を適切な方法で按分されたものであれば、介護保険の住宅改修費の

支給対象とします。 

 

 

 

 

４． 支給限度基準等について 

（１） 支給限度基準額 

   要介護状態区分に関わらず、支給限度基準額は同一住宅において、被保険者一人につき20万 

円で、上限額20万円の範囲内であれば、複数回にわたって申請をすることもできます。 

支給対象となる住宅改修にかかった実際の額から、自己負担額を差し引いた額を支給します。 

上限額を超える改修工事を行うこともできますが、20万円を超えた改修費部分は全額自己負 

担となります。 

 

■居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度額基準額 

（平成12年２月10日厚生省告示第35号） 

 

【30万円の住宅改修を行ったとき（被保険者の負担割合が１割の場合）】 

 

 

介護保険給付分 

（18万円） 

被保険者 

負担分 

（２万円） 

限度額超過分 

（10万円） 

 

 

ユニットバス各部 扉 床 浴槽 壁 天井 器具 その他 

支給対象 対象 対象 対象 対象外 対象外 対象外 対象外 

改修費用総額（30万円） 自己負担額（12万円） 

介護保険による支給限度基準額（20万円） 
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（２） 支給対象額の上限における特例 

 ①介護度が著しく重くなった場合 

初めての住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日における要介護度を基準として、要介

護度が著しく重くなった場合（※下表参照）は、再度20万円までの住宅改修を行うことができ

ます。 

この特例は、同一住宅、同一被保険者について１度だけ適用されます。 

②転居した場合 

転居した場合は、支給上限額が20万円に戻ります。ただし、住民票の異動がされていない場 

合、同じ住所地で行う建て替えについては転居とみなされません。 

 

初めて住宅改修に着工した時の要介護度 リセットとなる要介護度 

要支援１ 要介護３以上 

要支援２または要介護１ 要介護４以上 

要介護２ 要介護５ 

  

５． 支給方法 

（１） 償還払い 

被保険者にいったん改修費用の全額をお支払いいただいた後、申請により保険給付対象費用

（９割・８割・７割分）が被保険者に払い戻される方法が償還払いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 受領委任払い（庄原市では令和４年度から導入） 

被保険者は費用の１割から３割分のみを工事施工業者に支払い、保険給付分（９割・８割・

７割分）の費用を市が工事施工業者に支払う方法が受領委任払いです。 

１ 支給事前申請 

（住宅改修のみ） 

被保険者（利用者） 

工事施工事業者 

３ 費用の支払 

（改修費） 

（10 割を支払い） 

４ 本申請等 

（9～7 割の支給申請） 

庄原市介護保険 

償還払いのイメージ図 

５ 償還払い 

 （9～7 割を保険給付） 

２ 介護保険の利用 

住宅改修 
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   利用者は受領委任払いを選択し、事業者へ依頼（工事施工事業者の同意が必須） 

      ↓ 

通常の事前申請書類に受領委任払いに係る書類を加えて申請 

      ↓ 

事前申請の承認（改修開始） 

  ↓ 

本申請（改修工事完成後に申請書類を市に提出） 

※「被保険者あての領収証」は、自己負担額１割から３割分のみの金額分 

      ↓ 

支給決定及び工事施工事業者に保険給付分の支払い  

 

６ 手続きの流れ等 

（１）  事前申請（改修工事着工前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 要介護（支援）認定を受けた被保険者が、住宅改修を希望する場合は、担当ケアマネ 

ジャー（地域包括支援センター職員）に相談し、改修内容を検討します。 

② 改修内容について、工事施工業者に相談し、必要な見積書等を依頼します。 

被保険者が受領委任払い制度による給付を希望するときは、工事施工業者に相談し、同 

意が得られた場合、受領委任払いが利用できます。 

５ 受領委任払い 

 （9～7割を保険給付） 

１ 事前申請（＋受領委任払いの同意） 

③ 担当ケアマネジャー（地域包括支援センター職員）は、住宅改修が必要な理由書を作 

成します。 

被保険者（利用者） 

販売・工事施工事業者 

３ 費用の支払 

（改修費） 

（1～３割を支払い） 
４ 本申請等 

 （9～7 割の支給申請） 

庄原市介護保険 

受領委任払いのイメージ図 

５ 償還払い 

 （9～7 割を保険給付） 

２ 介護保険の利用 

住宅改修 
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（２） 改修工事実施   ※市の承認を受けた後、改修工事を実施します。 

 

（３） 本申請（改修工事完了後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 給付費支払 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  

④ 事前申請書類を市に提出します。 

市は申請内容を審査し、不備等がなければ改修実施を承認します。 

なお、承認後であっても工事を取りやめる場合や、工事の内容や金額が変更になる場合は、

速やかに市に連絡をしてください。 

⑤ 改修工事完了後、被保険者は工事代金を改修業者に支払い、領収書を受領します。 

 「償還払い」の場合、被保険者（利用者）は、工事代金の全額を支払います。 

 「受領委任払い」の場合、被保険者（利用者）は、介護保険対象部分の工事代金の自己負 

担割合分（１割・２割・３割）を支払います。 

なお、介護保険対象外の工事費がある場合は、その全額を支払います。 

  

⑥ 本申請書類を市に提出します。市は申請内容を審査し、給付を決定します。 

 事前申請の段階での承認は支給決定ではありません。 

⑦ 市は被保険者に「住宅改修費支給決定通知」を送付し、保険給付分の改修費（９割・８ 

割・７割分）を振り込みます。 

「償還払い」の場合、被保険者（利用者）に支払います。 

 「受領委任払い」の場合、工事施工事業者に支払います。 
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７． 申請に必要な書類 

（１） 事前申請（改修工事着工前） 

   事前申請書類の内容の審査に２～３日（閉庁日を除く。）を要します。この期間を考慮して、 

申請書類を提出してください。場合によっては修正・追記・書類の差し替え等をお願いするこ 

ともあります。 

提出書類 留意事項 

① 
介護保険居宅介護（支援）

住宅改修費支給申請書 

・申請者は、住宅改修を実施する被保険者となります。 

・記載事項に記入漏れがないようご注意ください。 

② 

住宅改修が必要な理由書  

（居宅サービス計画書また

は介護予防サービス支援計

画書の写し） 

・被保険者の心身の状況や日常生活上の動線などを勘案し、住宅

改修が必要な理由を具体的に記載します。 

・原則としてケアマネジャー（地域包括支援センター職員を含む）

が作成します。 

※ケアマネジャー以外の方で理由書を作成できる人 

福祉住環境コーディネーター２級以上、作業療法士、理学療法士 

・サービス計画書に住宅改修が必要な理由が明記してある場合

は、理由書に替えることができます。 

③ 見積書及び内訳書 

・材料費、工事費、諸経費等の内訳が分かるものとします。 

・支給対象外の工事を含む見積書の場合は、対象部分と対象外部

分が分かるようにすることが必要です。介護保険対象部分の費用

を抽出、按分する場合は、その算出根拠も併せて記載します。 

・写真現像代や申請代行手数料等の経費は、支給の対象になりま

せん。 

④ 

改修予定箇所の図面 

（見取図・平面図・立面図） 

 

・改修予定箇所が明確にわかるように記載します。 

・改修予定箇所だけでなく、 

被保険者本人の日常生活上の 

動線がわかるよう、家屋内ま 

たは敷地内全体を記載します。 

・複数個所ある場合は、番号 

を付ける等し、分かりやすく 

する工夫をします。      
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⑤ 

改修予定箇所の写真 

 

 

・改修箇所ごとに、位置や全体の様子が確認できるように撮影し

ます。 

・取り付け位置等、改修内容が分かるよう記入します。 

マジック等で書き込んでも構いません。 

・踏み台等、固定する場合は、固定部分が確認できるよう撮影し

ます。 

・取り付け位置（長さ・高さ等）を記入します。 

・写真には必ず撮影日を入れてください。カメラに日付機能等が

無い場合は、黒板や紙などを利用し、撮影日を写し込んで撮影し

てください。 

・写真は台紙などに貼付けてください。 

※受領委任払いの利用を希望される場合は、以下の⑥、⑦の提出が必要です。 

⑥ 受領委任払い申請書 

・受領委任払いを利用される場合には、事前申請の際に必ず提出

してください。 

・受領委任払いを利用できる被保険者には条件があります。 

① 介護保険料に滞納がないこと。 

② 介護保険に係る給付制限を受けていないこと。 

⑦ 受領委任払い同意書 

・受領委任払いを利用することについて、必ず工事施工事業者に

同意を得てください。 

・同意書は工事施工事業者に記入してもらいます。 

・受領委任払いを利用する場合の工事施工事業者は、市に事業者

登録を行っている業者に限ります。 
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（２） 本申請（改修工事完了後） 

   事前申請の段階での承認は支給決定ではありません。本申請における書類によって審査し、支給決 

定を行います。 

提出書類 留意事項 

① 
介護保険居宅介護（支援）住

宅改修費支給申請書（本申請） 

・申請者は、住宅改修を実施した被保険者となります。 

・記載事項に記入漏れがないようご注意ください。 

② 領収書の原本 
・被保険者本人が宛名となっている領収書の原本を提出します。 

・市で確認後、受付印を押し、写しを取り、原本を返却します。 

③ 請求内訳書 
・実際に実施した改修工事の費用が分かる明細書を添付します。 

原則、事前申請で提出し承認を受けた明細と同じ内容になります。 

④ 
改修後の写真 

 

・改修箇所ごとに、位置や全体の様子が確認できるように撮影した

ものとします。 

・できるだけ改修前の写真と同じアングルでの撮影をお願いします。 

・写真には必ず撮影日を入れてください。カメラに日付機能等が無

い場合は、黒板や紙などを利用し、撮影日を写し込んで撮影します。 

・写真は台紙に貼付けます。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 
口座振替依頼書 

（償還払いの場合のみ） 

・初めて住宅改修の申請をされる場合は必要です。 

・過去に支給を受けたことがあり、同じ口座に振込を希望される場

合は不要です。 

・被保険者本人名義以外の口座に振込を希望される場合は、委任状

欄に記入して提出します。 

⑥ 
居宅サービス計画書または介護

予防サービス支援計画書の写し 
・事前申請の際にご提出いただいた場合は不要です。 

⑦ 住宅改修の承諾書 

・住宅（持ち家）の所有者が被保険者本人以外の場合は「住宅改修

の承諾書」を提出します。 

・日付は、改修工事着工以前の日で作成しておいてください。 

・賃貸住宅を改修する場合は、「住宅改修の承諾についてのお願い」

を提出し、承諾を受けてください。 

※受領委任払いの場合は、以下の⑧の提出が必要です。 

⑧ 請求書 
・請求書は任意様式で構いません。利用者が１割負担の場合は、９割

部分の請求書を庄原市宛てで作成しください。 
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 ８． 申請及び添付書類についての留意事項 

①  「介護保険居宅介護（支援）住宅改修費支給申請書」 

⚫ 受領委任払いの場合 

事前申請書類に、受領委任払いの申請書類をあわせて市に提出します。 

市の承認を受けた後、改修工事を実施し、改修工事完成後に本申請書類を市に提出します。領収書

は自己負担（１～３割）分の金額を記載ください。 

 

②  「領収書」 

⚫ 受領委任払いの場合 

給付対象額に10分の１（10分の２または10分の３）を乗じた額が（１円未満の端数は 

切り上げ）が自己負担額（領収額）となります。 

  受領委任払いの承認する場合、市の承認通知に自己負担額を記載してお知らせします。 

 ○ １円未満に端数がある場合 

（例）１割負担の被保険者 改修金額の合計が22,222円の場合 

自己負担額＝22,222円×1/10＝2222.2円 

               ≒2,223円（１円未満切り上げ） ⇒領収金額  

 

○ 支給限度額を上回る場合 

  支給限度基準額の改修費用の額に10分１を乗じた額と、支給限度額を超える額の合計 

になります。 

（例１）１割負担の被保険者 

 既に100,000円分の改修を行っている利用者が、150,000円の住宅改修を行う 

（支給限度基準額内の改修費用の額）＝200,000円－100,000円 

＝100,000円・・・支給対象となる額 

（支給限度額を超える改修費用の額）＝150,000円－100,000円 

＝50,000円・・・支給対象とならない額 

    自己負担額＝100,000円×1/10＋50,000円 

         ＝10,000＋50,000円＝60,000円 ⇒領収金額 

 

（例２）１割負担の被保険者で１円未満の端数がある 

 既に99,999円分の改修を行っている利用者が、110,000円の住宅改修を行う 

（支給限度基準額内の改修費用の額）＝200,000円－99,999円 

＝100,001円・・・支給対象となる額 

（支給限度額を超える改修費用の額）＝110,000円－100,001円 

＝9,999円・・・支給対象とならない額 

    自己負担額＝100,001円×1/10＋9,999円 

         ＝10,000.1＋9,999円＝19,999.1円 

         ≒20,000円（１円未満の端数切り上げ） ⇒領収金額 
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＜具体的改修の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

（１）手すりの取り付け （２）段差の解消 
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（４）引き戸等への扉の取替え 
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９． 介護保険における住宅改修の留意点 

介護保険による住宅改修は、在宅介護を重視し、高齢者の自立支援を支援する観点から介護給付の 

対象とすることとなります。 

 住宅の内容や価格を、保険者が適切に把握・確認し、被保険者の適切な選択に資するための取組を 

進めていきますので、次の点にご留意ください。 

 

（１） 入院中や施設入所中に申請する場合 

  事前申請時に入院・入所中であっても、退院・退所の見込みがある場合は事前申請を行うことがで

きます。 

なお、許可後に改修工事を行ったが、退院・退所ができずに改修した箇所を利用できなかった場合

は、保険給付の対象となりません。 

  改修工事完了後の本申請は、退院・退所後に行ってください。 

 

（２） 新築や増築の際に住宅を改修 

 保険給付の対象となる工事であっても、住宅を新築する際や居室を増築する際に行った場合は、保

険給付の対象となりません。 

 

（３） 一時的に身を寄せている住宅の改修 

 介護保険被保険者証に記載されている住所地以外で、一時的に生活をする住宅の改修は保険給付の

対象となりません。 

（×「冬季だけ親族宅に滞在するのでその親族宅を改修したい」など） 

 

（４） 老朽化などを理由とした住宅改修 

 改修の理由が老朽化や器具の故障などである場合は、保険給付の対象となりません。 

（×「すでに手すりが設置してあり、それが古くなったという理由で交換をする場合」など） 

 

（５） 一つの住宅に複数の被保険者がいる場合 

 一つの改修に対して、複数の被保険者が支給申請をすることはできません。 

一つの住宅で複数の被保険者に係る住宅改修の申請を行う場合は、内容や場所が重複しないように

ご注意ください。 

 

（６） 家族等が自ら行う住宅改修 

 被保険者本人やその家族などが材料を購入し住宅改修を行う場合は、材料費のみが保険給付の対象

となります。 
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10． 住宅改修に関するQ＆Ａ 

 

  一般的なＱ＆Ａは、厚生労働省の『介護サービス関係Ｑ＆Ａ』や『ＷＡＭ ＮＥＴ（ワムネットは、 

福祉保健医療関連の情報を総合的に提供するサイトです。）』等を参考にしてください。 

 Ｑ＆Ａは随時更新されますので、最新の情報をご確認ください。 

  また、Ｑ＆Ａは、各種法令や告示、通知において規定されている事項について、個別具体的な運用 

方法を規定したものとなりますので、各種法令等と併せて活用してください。 
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11． 介護給付の適正化事業について 

 介護給付の適正化事業の一環として、申請書類の確認だけでは判断が困難なときは、事前審査また

は本申請の内容を現地調査する場合があります。 

併せて、住宅改修が必要な理由書の作成者や工事施工者に状況を確認させていただきます。 

被保険者の身体の状態に応じた適切な住宅改修とするとともに、保険給付の適正化を図るための取

組みですので、立会いなどのご協力をお願いします。 

 

12． 根拠法令等 

法令・条例等の定め 

 

（居宅介護住宅改修費の支給） 

■介護保険法第45条、介護保険施行規則第74条、同法75条 

 

（介護予防住宅改修費の支給） 

■介護保険法第57条、介護保険施行規則第93条、同法94条 

 

審査基準 

 

■厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支

給に係る住宅改修の種類 

（平成11年３月31日 厚生労働省告示第95号） 

 

■介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて 

（平成12年１月31日 老企第34号） 

 

■居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について 

（平成12年３月８日 老企第42号） 
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【事前申請】 
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【本申請】 
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